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地方自治法第１９９条第２項及び第７項に基づく行政監査及び指定管理者監査を実施

したので、同条第９項の規定により、その結果を公表します。 

なお、今回の監査は、久留米市監査委員 島原修一、大脇久和、八尋義伸及び本村英幸

並びに 前任久留米市監査委員 田中多門及び寺崎いわお（平成２１年６月２２日辞任）が

実施したものです。 
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                 久留米市監査委員 八 尋 義 伸 
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平成２２年 公 表 第 ５ 号 
 
【監 査 種 別】 行政監査及び指定管理者監査 

 
［監査テーマ］ 「公の施設に係る指定管理者 

制度について」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

久留米市監査委員 
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